
様式３ 

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
令和４年度第１回相模原市入札監視委員会 

事務局 

（担当課） 
契約課 電話０４２－７６９－８２１７（直通） 

開催日時 令和４年７月１１日（月) 午後２時から午後４時まで 

開催場所 相模原市役所本庁舎 本館２階 第１特別会議室 

出 

席 

者 

委 員  ４人（別紙のとおり） 

その他  ０人 

事務局  １６人（財政担当部長、契約課長、技術監理課長 他１３人） 

公開の可否 □可  □不可  ■一部不可 傍聴者数 ０人 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 

法人に関する情報又は個人の当該事業に関する情報であって、公に

することにより当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害する恐れがあるため 

会議次第 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１） 入札契約手続きの運用状況等について 

ア 令和３年度第４四半期分 

（２） 抽出事案の審議について【非公開】 

  ア 市道新戸相武台道路改良工事（その３２） 
  イ 市立向陽小学校Ｃ棟長寿命化改修工事（その２） 
  ウ 農業集落排水マンホールポンプ更新工事ほか１ 
  エ 県道５２号（相模原町田）（ＪＲ相模線立体交差部） 
    道路改良工事（その４） 
  オ 相模原スポーツ・レクリエーションパーク整備工事 

（その２５） 
  カ 庁内文書搬送及び郵便物集荷搬送業務委託 
 
３ その他 

 

４ 閉会 

 

 

 



審  議  経  過 

主な内容は次のとおり。（○は委員の発言、●は事務局の発言） 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１）入札契約手続きの運用状況等について 

     事務局から令和４年１月から３月までの入札契約手続きの運用状況等につい

て説明した。 

 〈質疑応答〉 

  ○市道大島上溝道路修繕工事は、失格が６者と他の類似案件に比べて多いよう

だが、類似案件との違いなどがあれば教えてもらいたい。（梶田委員） 

   ⇒●工事内容は一般的なものであり、本件特有の事情は見当たらない。業者側

の積算ミスが重なったという程度の理由しか思い当たらない。 

  ○工事契約の中で、舗装工事の落札率が、比較的低い値で安定していることに

ついて、どのような見解を持っているか。（細田委員長） 

  ⇒●本市では、第１四半期に集中しがちな工事発注の一部を第４四半期中に行

うことで、施工時期の平準化に向けた取組を行っている。この取組の中で、

第１四半期から第４四半期に発注を前倒ししている工事の多くは、舗装工

事であり、結果として舗装工事発注件数は第４四半期に集中する傾向があ

る。受注者側もこの傾向を理解しているため、第４四半期の舗装工事発注

は参加者も多く、競争により落札率が低く抑えられていると考えている。 

○相模原市に限らず、また、発注時期に関わらず、舗装工事の落札率は低い傾

向にあるように思われるが、舗装工事特有の事情があるのか。（細田委員長） 

   ⇒●土木工事は積算基準を公表しており、建築工事に比べて積算しやすいこと

に加え、舗装工事は工種が少なく比較的人気のある工事である。 

   ○相模原スポーツ・レクリエーションパーク休養施設整備工事は、不調随契に

先立つ入札において、米軍基地に関連する工事であったために敬遠され、不

調に至ったとの推察だったが、米軍基地に関連する工事が全て不人気とは考

えにくい。本件特有の事情はあるのか。（細田委員長） 

   ⇒●設置する東屋の基礎構造に特殊なものを用いるなど、工事内容が特殊なこ

とに加え、米軍との協議・調整といった手間が、特に敬遠された理由であ

ったと考えている。 

   ○小学校給食調理業務委託について、食材等の調達費用は含まず、昨今の食材

費の高騰の影響はないという理解で良いか。（細田委員長） 

   ⇒●お見込みのとおり、本件業務は調理員派遣による役務提供部分のみである。 



   ○令和４年度からは、小学校給食調理業務委託の発注方式を一般競争入札に切

り替えるとのことだったが、切り替えた結果、何らかのフィードバックは得

られたか。（川合委員） 

   ⇒●令和４年度分の発注は現在入札手続きの最中であり、落札決定には至って

いない。今年度後半の入札監視委員会で報告対象案件となる見込みである。 

   ○入札談合による指名停止について、備考に記載のある「主導的な役割」や「課

徴金減免制度の適用」といった内容は、発表資料等から読み取れるようにな

っているのか。（細田委員長） 

   ⇒●公正取引委員会の発表資料に全て示されており、その他報道資料及び他都

市との情報交換により得た情報も踏まえ、資料に記載のような指名停止措

置を行うに至った。 

   ○主導的な役割を果たしたとして、加重措置を適用された一方で、課徴金減免

制度の適用により指名停止期間の短縮を受け、他の談合参加業者と同じ指名

停止期間になるというのは、いささか違和感がある。（細田委員長） 

   ⇒●本市の指名停止に係る規定上では、主導的な役割を果たしたことによる加

重措置と課徴金減免制度の適用による期間短縮は独立して適用されること

となっており、現行の規定に則ると、両者の併用により御指摘のような結

果になる。 

 

（２）抽出事案の審議について 

法人に関する情報又は個人の当該事業に関する情報であって、公にすること

により当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがある

ため、内容非公開。 

 

３ その他 

 

 ４ 閉会 

 

以 上   

 

 

 

 



 

 

相模原市入札監視委員会委員出欠席名簿 

 

 氏   名 所 属 等 備  考 出欠席 

１ 大塚 誠 
桜美林大学  

ビジネスマネジメント学群 教授 
 欠席 

２ 梶田 佳孝 
東海大学 工学部 

土木工学科 教授 
 出席 

３ 川合 きり恵 弁護士  出席 

４ 舟戸 麻衣  公認会計士・税理士  出席 

５ 細田 孝一 
神奈川大学 法学部長 

法律学科/自治行政学科 教授 
委員長 出席 

 

 

 

 

 

 

  


